
地域生活支援センターびーとの事業について

地域生活支援センターびーと 大久保さらさ



障害福祉サービス

・訪問系
（居宅介護、重度訪問介護、
同行援護、行動援護、
重度障害者包括支援）

・日中活動系
（短期入所、療養介護、
生活介護）

・施設系
（施設入所支援）

介護給付

・居住支援系
（自立生活援助、共同生活援助）

・訓練系・就労系（区分認定なし）
〔自立訓練（機能訓練、生活訓練）、
就労移行支援、就労継続支援
（A型、B型）、就労定着支援〕

訓練等給付

特定相談支援事業・一般相談支援事業

地域生活支援事業

移動支援、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、地域
活動支援センター、日中一時支援、訪問入浴サービス 等

受給者
証

区分認
定

受給者
証

国の制度

市区町村の創意工夫
により柔軟に実施で
きる制度

2025.そうだネむさしの資料より



地域活動支援センター（びーと・MEW・コット）

障害者総合支援法に規定するサービス
①基礎的事業

創作及び生産活動の機会の提供

地域生活における交流の促進のための活動

日常生活の支援

②機能強化事業

社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職員を配置

医療・福祉・及び基幹相談支援センター等地域との連携強化のための調整

ボランティアの育成

市民が障害に対する理解を深めるための啓発活動

③その他

地域自立支援協議会への参加

基幹相談支援センター（市）と他の地域活動支援センターとの情報交換や協働



びーとの事業について

利用できる方：武蔵野市内に住む18歳から64歳まで

主に知的障害の方

開館時間：月～土 午前9時30分～午後6時

主な事業：地域活動支援センター事業

相談支援事業

市民向け事業

スタッフ：常勤8名（正規・嘱託職員）

社会福祉士・精神保健福祉士・保育士・相談支援専門員など



地域活動支援センター事業
余暇活動支援（ぴあクラブ、北町道場・上映会、手芸教室など）

自立支援（北町くらし体験塾、サマーセミナーなど）



地域活動支援センター事業
登録者向け広報紙の発行



相談支援事業

一般的な生活上の相談

障害福祉制度やサービスの相談

サービス等利用計画の作成（計画相談支援）

障害のある方の権利擁護に関する相談

ピアカウンセラーによる相談



サービス等利用計画の作成（計画相談支援）
障害福祉サービスを利用する方を支援するための総合支援計画

（ご本人の生活全体の計画）
・ご本人の力
・福祉・医療などの公的サービス
・ご家族や友人なども含めた公的以外の社会資源
などを盛り込み、ご本人をチームとして支え、安定した地域生活を
実現していく。



市民向け事業

フリースペースの設置

市民への啓発活動（セミナー開催など）

地域の連携を図り、高める活動
（地域福祉の会への協力、むさしのあったかまつりの参加 など）



ご本人の力・強み

家族や友人

医療機関
相談支援機関の職員

福祉サービス
などの社会資源

地域全体

私たちが大切にしていること
チームとしてのつながり→地域のつながりを築く
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